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令和４年第１１回早島町農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和４年１２月８日（木） 

開会時刻： ９時５７分 閉会時刻：１１時２５分 

 

２．早島町役場 ３階第一委員会室 

 

３．出席委員 

  １番 増田 利之 

  ２番 安原 輝夫 

３番 佐藤 周二 

  ４番 林 正 

  ５番 栗坂 一郎 

６番 眞鍋 和崇 

  ７番 佐藤 一義 

８番 日笠 太（職務代理） 

  ９番 原 勝 

  １０番 澤田 晃始（会長） 

推進委員 水畑 德子 

  推進委員 齊藤 啓子 

 

４．欠席委員   

なし 

 

５．傍聴人数   

なし 

 

６．議事日程 

議案第３２号 基盤強化法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について 

議案第３３号 農地転用事業計画変更承認申請について 

議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

報告第１５号 農地法第５条の規定による許可に係る工事の進捗状況報告に 

ついて 

報告第１６号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第１７号 農地法第５条の規定による転用届出について 

報告第１８号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について 

 

７．農業委員会事務局員 

事務局長    安原 隆治 

書  記   廣畑 卓也 
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事務局長（安原 隆治君） 

ただいまから令和４年第１１回早島町農業委員会を開会いたします。 

はじめに会議の成立についてご報告いたします。本日は出席委員１０名、欠席委員

０名でありますので農業委員会等に関する法律第２７条により在任委員の過半数が

出席しておりますので、本日の会議は成立しております。 

それでは、以降の議事進行は澤田会長によろしくお願いいたします。 

 

議長（澤田 晃始君） 

これより議事に入ります。まず議事録署名委員の指名を行います。私の方で指名し

てよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

議長（澤田 晃始君） 

それでは、議事録署名委員は、２番の安原 輝夫委員、３番の佐藤 周二委員にお

願いします。よろしくお願いします。 

 

【両委員了承】 

 

議長（澤田 晃始君） 

それでは、日程１の議案第３２号 基盤強化法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定についてを議題といたします。 

なお、本件について、●番 ● ●委員は利害関係人でありますので、●委員には

一時退室を求めます。 

 

【●委員退室】 

 

議長（澤田 晃始君） 

それでは、事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書２ページをご覧ください。議案第３２号番号１について、農地の所在は早島

字噂島●●●●番、地目が田、面積が１，２１９㎡、早島字畑岡●●●●番●、地目

が田、面積が３９６㎡、早島字畑岡●●●●番●、地目が田、面積が６３７㎡で合計

３筆、２，２５２㎡です。利用権の種類は使用貸借権で、貸付人は早島町早島●●●

●番地にお住いの●● ●●さん、借受人は早島町早島●●●●番地にお住いの● 

●さんです。こちらは利用権の再設定であり、権利の期間は令和５年１月１日から令

和９年１２月３１日までです。位置図は３ページです。説明は以上です。 
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議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関して現地確認の結果を７番 佐藤 一義委員からよろしくお

願いします。 

 

７番（佐藤 一義君） 

 １２月６日に現地確認を行いました。場所は●●●●のすぐ東側です。ここは毎年

●委員が毎年きれいに耕作をしており、問題はないと思います。以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。何か質疑がありませんか。 

 

 【質疑応答なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

その他、ご意見等ありませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、議案第３２号については承認したいと思います。いかが

でしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、議案第３２号１は承認されました。 

ここで●委員の入室を認めます。 

 

【●委員入室】 

 

議長（澤田 晃始君） 

続きまして、日程２の議案第３３号 農地転用事業計画変更承認申請についてを議

題といたします。事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案第３３号と３４号につきましては、関連する案件でありますので、併せてご説

明いたします。 

議案書４ページをご覧ください。議案第３３号の農地転用事業計画変更承認申請及
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び議案第３４号の農地法第５条の規定による許可申請についてですが、こちらは前回

の農業委員会において、保留となりました案件でございます。申請内容について、再

度ご説明いたします。まず議案第３３号について、こちらは平成２９年６月２９日付

で当委員会が許可いたしました案件の事業計画変更承認申請です。 

農地の所在は早島字水田●●●●番●、地目が田、面積が１,４９７㎡で農地区分

は第３種、早島字水田●●●●番●、地目が田、面積が２,１７６㎡で農地区分は第３

種で、合計２筆、３,６７３㎡です。 

変更前転用事業者は岡山市北区大元上町●●番●●号 株式会社●●●●●●●

●●●● 代表取締役 ● ●●さんで、転用目的は露天駐車場です。変更後の転用

事業者は東京都千代田区●●●●番地● 株式会社●●●●●●●●●●●●● 

代表取締役 ●● ●●さんとなり、転用目的もコンビニエンスストアへ変更になり

ます。 

議案第３４号の農地法第５条の規定による許可申請は、変更後の事業計画での転用

許可となっています。権利の種類は賃借権の設定で、申請事由は「県道松島線の４車

線化に伴い中央分離帯が設置され、早島方面からの車両の出入りができなくなること

から、申請地へ店舗を移設するため。」です。位置図は７ページです。 

前回の農業委員会では、株式会社●●●●●●●●●●●●●がコンビニに転用す

ることについての疑義はありませんでしたが、「株式会社●●●●●●●●●●●が

露天駐車場に転用するという事業計画が遂行できない理由について、説明が不十分で

ある。」「株式会社●●●●●●●●●●●が令和２年５月１１日付で転用許可を受け

た近隣住民向け駐車場及び時間指定駐車場の事業計画についても未完了であり、その

ような状況で新たな申請を許可することが適当なのか。」という２点を理由に保留と

なりました。 

まず保留理由の１点目について、株式会社●●●●●●●●●●●より、当初の事

業計画が遂行できない理由について議案書５ページから６ページのとおり顛末書が

提出されましたので内容を読み上げさせていただきます。 

 顛末書、早島町農業委員会会長様。この度の農地転用の事業計画変更について、下

記ご報告致します。当初の計画におきましては、遊技台の台数と同数の駐車場を確保

し、道路渋滞・路上駐車等を抑制すべく近隣対策として露天駐車場の農地転用申請を

行い、平成２９年６月に許可を頂きました。所有権移転手続きを行い、同年１０月か

らの工事着工を予定しておりましたが、そのタイミングで会社全体の経営状況を踏ま

えた事業見直しが行われ、事業廃止する店舗の候補として、早島町で経営する２店舗

のうちの「●●●●●●●●」が急浮上したことから、露天駐車場の工事の遂行を一

旦見合わせた経緯がございます。平成３０年末に「●●●●●●●●」の事業継続が

正式に決まり、令和元年から露天駐車場の工事に着手しましたが、同年から発生した

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言等の未曽有の対策がとられ、社会

状況、経済動向が著しく変化したため、改めて事業の見直しをせざる得ない状況とな

りました。その結果、これまでの方針を転換し「●●●●●●●●」の事業を令和３
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年１０月で廃止することが正式に決定され、当初許可を頂いた露天駐車場の必要性が

失われ、事実上計画が頓挫致しました。そのような中、パチンコ店の別の敷地を賃貸

する形でコンビニエンスストアを経営頂いております（株）●●●●●●●●●●●

●●からのお声がけがあり、現在岡山県で計画されている道路の拡張並びに中央分離

帯設置計画に合わせて、●●●●●●●店舗を当該敷地へ移転させたいとの申し出を

頂きました。 
現在●●●●●●●店舗は地域のお客様に広くご利用頂いており、当該エリアにコン

ビエンスストアを残す為、今回の計画変更について、何卒ご許可を頂けますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。また、許可を頂いたにも関わらず、転用事業を完了させ

ることができず、また進捗の報告ができておりませんでしたこと、お詫び申し上げま

す。土地所有地、早島町早島字水田●●●●番●、●●●●番●、計２筆。令和４年

１１月２４日、申請者岡山市北区大元上町●●番●●号 株式会社●●●●●●●●

●●● 代表取締役 ● ●●。 

以上が顛末書の内容です。農地転用事業計画変更承認申請が承認できるときの条件

についてご説明いたします。配布資料である、議案第３３号、３４号参考資料をご覧

ください。農地法関係事務処理要領の事業計画の変更の承認の項目において、当該申

請が次のすべてに該当するときは、これを承認することができると定められておりま

す。ａ農地転用許可の取消処分を行っても、その土地が旧所有者によって農地等とし

て効率的に利用されるとは認められないこと、ｂ許可目的の達成が困難になったこと

が転用事業者の重大な過失によるものでないと認められること、ｃ変更後の転用事業

が変更前の転用事業に比べて、それと同程度又はそれ以上の緊急性及び必要性がある

と認められること、ｄ変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確

実であること、ｅ変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、

変更前の転用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められ

ることの５点に該当する必要があります。ｂの要件に該当するかがわからないことが

保留理由となっておりましたが、本顛末書には、平成２９年６月に許可となったのち、

事業計画が遂行できなくなった経緯について詳細に記載されており、ｂの要件に該当

するものと事務局は判断しております。 

 また、保留理由２点目の「令和２年５月１１日許可となった近隣住民向け駐車場及

び時間指定駐車場に転用する事業計画についても未完了であり、そのような状況で新

たな申請を許可するべきなのか。」についてですが、農地転用が許可できる基準につ

いてご説明いたします。議案第３３号、３４号参考資料にお戻りください。岡山県が

策定しております農地転用許可に係る審査基準の一般基準の項目において、許可をす

ることができない要件として、過去に許可を受けた転用事業者が、特別な理由がない

にもかかわらず計画どおりに転用事業を行っていない場合や、無断転用等の農地法違

反行為があり、是正がなされていない場合には、転用行為を行うのに必要な「信用」

があるとは認められないものとするという条件がございます。これにあてはめますと、

過去に許可を受けた転用事業者は株式会社●●●●●●●●●●●でありますので、
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株式会社●●●●●●●●●●●が新たに転用行為を行う場合は信用が無いと判断

され、認められないものとなりますが、今回のコンビニへの転用申請事業者は株式会

社●●●●●●●●●●●●●であります。株式会社●●●●●●●●●●●●●の

信用について、前回の農業委員会においても疑義はございませんでしたので、この点

については問題ないと事務局は判断しております。当初の事業計画が遂行できないた

めコンビニへ転用計画を変更することと、未完了となっている近隣住民向け駐車場及

び時間指定駐車場の事業計画は切り離して考えていただきますようお願いいたしま

す。これは農地転用審査において基本的な考え方です。にもかかわらず、前回の農業

委員会にて回答ができませんでしたこと、大変申し訳ございませんでした。しかし、

今回のコンビニへの転用申請について基準を満たしているとは言え、近隣住民向け駐

車場及び時間指定駐車場について転用が未完了であることは看過できない問題です。

この問題について、進捗状況報告が株式会社●●●●●●●●●●●より提出されて

おりますので、報告第１５号にてご説明いたします。事務局としても、転用事業を完

了させるよう、株式会社●●●●●●●●●●●に対して指導を続けてまいります。 

 以上のことから、許可の見込みがあると事務局は判断いたしました。委員の皆様に

は、株式会社●●●●●●●●●●●が露天駐車場に転用するという事業計画が遂行

できない理由について説明が十分にされているかどうかについてご審議いただきま

すようお願いいたします。なお、本案件は転用面積が３，０００㎡を超えているため、

本委員会で許可相当と決定された後には、県の常設審議委員会へ諮問いたしますこと

を申し添えます。説明は以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

これより質疑に入ります。何か質疑がありませんか。 

 

 【質疑応答】 

 

４番（林 正君） 

 所有は●●●●●●●●●●●で、●●●●●●●●●●●●●に貸すわけだが、

●●●●●●●●●●●●●が使うから信用できるということですね。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 はい。 

 

４番（林 正君） 

 他の案件が転用完了してなくても、違う人が転用事業者であれば、許可するという

ことなのですね。 

 

５番（栗坂 一郎君） 

 ●●●●●●●の経営はどなたがするのか。 
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４番（林 正君） 

 経営は個人に●●●が貸します。フランチャイズなので、●●●●●●●●●●●

●●の直営店ではありません。 

 

６番（眞鍋 和崇君） 

 参考資料をご提示いただきありがとうございました。この中で、過去に許可を受け

た転用事業者が、特別な理由がないにもかかわらず計画どおりに転用事業を行ってい

ない場合、信用あると認められないとありますが、今回は、申請者、転用事業者は●

●●●●●●●●●●●●なので、信用がないと言うには足りないということですが、

実際に今回の変更申請を行ってきた申請者は●●●●●●●●●●●であるから農

業委員会としては、申請者は以前転用の申請をしたにもかかわらず転用を行っておら

ず、その顛末の説明を求めて今回に至ったわけですが、申請者が過去に適切な農地転

用を行っていない場合については、信用がないというには足りないのでしょうか。 

 

事務局長（安原 隆治君） 

 ３３号と３４号を一緒に処理しているが、３３号は事業計画の変更の承認、３４号

は農地転用という風に考えていただきたい。 

 

６番（眞鍋 和崇君） 

 わかりました。 

 

４番（林 正君） 

 ●●●●●●●●●●●●●が土地を借り受けて使うということですね。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 ●●●●●●●●●●●●●が借りて造成し、店舗を建てます。 

 

７番（佐藤 一義君） 

 転用完了ができなかった理由についてはこの顛末書で理解できました。 

 

６番（眞鍋 和崇君） 

 関連して報告第１５号のことについてお伺いします。この報告第１５号の顛末書を

見る限り、できなかったこと、今まで報告が遅れていたことについてはお詫びを述べ

ている。ただ、お詫びはするがいつできるかわからないという回答で、それについて

は基本的には農地転用の許可後は速やかに事業を完了させることというのが原則だ

と思うが、顛末書が出たから許可するという話にはならない。農地転用の申請をする

以上、許可後は事業を完了させることが求められると思います。 
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事務局（廣畑 卓也君） 

 その通りです。許可された以上は完成させる必要があります。顛末書において、い

つまでにやるという記載はなく、代理人に話を聞いたところ会社の経営が良好ではな

い状態で着手する余力がないので、いつまでと明言できないという回答だったという

こともあります。事務局としても許可を出している以上は完遂していただかなければ

ならないので、引き続き●●●●●●●●●●●に早急な転用を指導して参ります。 

 

６番（眞鍋 和崇君） 

 ●●●●●●●●●●●そのものの信用もさることながら、譲渡人である●さんに

対して近隣の農業者や住民の皆様からの信頼にも関わってくることなので、●●●●

●●●●●●●はそのことをよく踏まえた上で速やかに事業を完了させてもらわな

いといけないと思います。このままではビニールハウスはあるものの荒れ放題になっ

ていて、前所有者に対する信頼が揺らいでしまうことにつながるので、そういう点も

踏まえていただきたいと思いました。 

 

３番（佐藤 周二君） 

 現状はよくわかったが、結果的に詫び状になっている。顛末は時系列で整理されて

いるが、今後の事業の遂行が一番大事だと思います。これついては事務局から指導を

続けていくということになると思いますが、いかがですか。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 おっしゃられる通りです。繰り返しになりますが、許可を出してそれが有効である

以上は、露天駐車場に転用していただく必要が絶対にありますので、引き続き●●●

●●●●●●●●には継続的に完了させるように指導、要請を続けてまいります。 

 

７番（佐藤 一義君） 

地域住民への説明の時には、●●●●●●●●●●●と●●●●●●●●●●●●

●の両方が出席して、地域住民に充分納得いくような説明をしていただきたいと思い

ます。  

 

２番（安原 輝夫君） 

顛末書は出ているが、許可したらやるだろうか。●●●●●●●●●●●が●●●

●●●●●●●●●●へ、また放っとくのではないか。 

 

事務局長（安原 隆治君） 

 事業実施の確実性ですが、今回の農地転用と同じように都市計画法の手続きについ

ても進めています。開発の申請もしておりますので、農地転用の許可も下りたら工事

に着手するのは確かであると認識しています。 
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２番（安原 輝夫君） 

●●●●●●●はここからここへ移るだけで、それだけのメリットはあるのか。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

お伺いしている限りでは早島中交差点の方から来る車輌が今までは右折して入る

ことができたが、県道の拡幅に伴い中央分離帯ができると、右折して入店できなくな

るので移転を予定しています。 

 

２番（安原 輝夫君） 

 右折できるように中央分地帯を開ければいいのではないか。 

 

事務局長（安原 隆治君） 

 基本的には中央分離帯は開けないそうです。少し北へ行ったところが信号交差点に

なるということで計画されているそうです。県と協議はされていると思います。 

 

４番（林 正君） 

 バイパスへは出られるが、バイパスから帰って来る人はこの道を通らないと、今の

道がなくなるので●●●●●、●●、●●へ帰ってこられない。それでここに信号が

付く。入り口だけは中央線がある大きな交差点にすると県が設計をしている。県道の

拡幅のために。これが直角にならないと許可が下りないでしょう。 

通学路を南に変えるというが、交差点を渡ることになるので子供の危険が増える。

今まで通り交差点を渡らずに川の方を通って行くようにしなければいけない。地元の

ためにしなければ。だから町へ道を９ｍに広げて、水路も変えて通学路も南へ移して

子供の危険が増えるようなことをしなくてもいいだろうと町の担当者には言ったの

だが。 

 

事務局長（安原 隆治君） 

 町道については、工務の方で設計に取り組んでおりますので。また、地元のご意見

もいただきながら設計しております。 

 

１番（増田 利之君） 

水路に蓋をすると農業で水を使っている人は使いにくくなるから、あまり蓋掛けし

ないほうが管理上はいいと思う。 

 

２番（安原 輝夫君） 

 水路に蓋をして、ふたが壊れるのではないか。蓋はしない方がいい。 
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事務局長（安原 隆治君） 

 蓋掛けしたら水利的にどうなのかとか、●●●●●●のところが入れなくなるとこ

この交通量が増えるだろうからそれ相応の道をと言われる方もおり、道が曲がってい

るので真っ直ぐにした方がいいとかいろんなご意見をいただきながら、鋭意努力して

います。 

 

２番（安原 輝夫君） 

 前のコンビニの跡地はどうなるのか。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 現時点では、事務局の方には情報は来ておらず不明です。 

 

２番（安原 輝夫君） 

 跡地にまた雑草が生えたりはしないか。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 ここはアスファルトで舗装されているので雑草の問題はないのではないかと思い

ます。 

 

４番（林 正君） 

申請地は、今度はきちんと●●●になるのだから許可していいと思います。 

 

議長（澤田 晃始君） 

それでは、議案第３３号については承認することとし、議案第３４号については許

可相当としたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、議案第３３号については承認することとし、議案第３４

号については許可相当と決定されました。 

続きまして、日程４の報告第１５号 農地法第５条の規定による許可に係る工事の

進捗状況報告について、事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書８ページをご覧ください。報告第１５号について、こちらは令和２年５月１

１日に許可となりました案件の進捗状況の報告となっております。当時の許可内容で

すが、農地の所在は、早島字水田３３２２番８、地目が田、面積が９４㎡で農地区分
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は第３種です。譲渡人は早島町早島４２９７番地にお住いの● ●●さん、譲受人は

岡山市北区大元上町１２番１４号 株式会社●●●●●●●●●●● 代表取締役 

● ●●さんで、転用目的は露天駐車場でした。本件は、前回の農業委員会において

ご指摘いただきました様に、現在時点においても未完了の状態になっております。進

捗状況について株式会社●●●●●●●●●●●より、議案書９ページのとおり顛末

書が提出されましたので読み上げさせていただきます。 

 顛末書、早島町農業委員会 会長様。この度、工事未完了となっている農地につい

て、下記ご報告致します。当初の計画におきましては、近隣住民向けの月極駐車場及

び時間指定駐車場を設置するべく、露天駐車場の許可を頂いておりました。然しなが

ら、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言等の未曽有の対策がとられ、

社会状況、経済動向の変化により、パチンコ業界全体が大打撃を受け、会社全体の事

業計画の見直しを余儀なくされました。そのため、弊社が運営する岡山県下の店舗に

於いて、規模縮小や閉店等の検討を行い、早島町内については、２店舗のうち１店舗

（●●●●●●●●）を閉店するまでに至った次第です。事業全体の立て直しを図る

べく尽力しており、改善でき次第速やかに工事着手する予定ではありますが、第８波

というような話も出てきている中で、いかにその波を超えるかが喫緊の課題となって

おります。上記の理由により、許可を頂いてはおりますが、不本意ながら未だ手つか

ずの状態となっておりますこと、お詫び申し上げます。土地所有地、早島町早島字水

田●●●●番●。令和４年１１月２４日、申請者岡山市北区大元上町●●番●●号 

株式会社●●●●●●●●●●● 代表取締役 ● ●●。 
 以上が顛末書の内容です。議案第３３号の説明の際にも申し上げましたが、本件に

ついて、転用が未完了であることは看過できない問題です。株式会社●●●●●●●

●●●●に対しましては、転用を早急に完了させるよう、指導を続けてまいります。

説明は以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関してご質問等ございませんか。 

 

４番（林 正君） 

この案件は、パチンコ屋は関係なく貸し駐車場を作る計画ではなかったのか。それ

なら駐車場をしなければいけない。パチンコ屋の駐車場なら経営が悪くなったから見

合わせるのは分かるが、貸し駐車場なら早く作ればいい。それを早くするように指導

しなければいけない。手前の●●●●があったところを買って一緒にすることになっ

ているのだから。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

おっしゃる通りです。実際許可を出してから２年が経過しておりますが、未完了で

あることは皆さんご承知のとおりです。進捗状況についても提出が遅れておりました
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ので、株式会社●●●●●●●●●●●につきましては早急に完了させるように引き

続き指導して参ります。 

 

４番（林 正君） 

よろしくお願いします。その駐車場をさせるにあたりここの交差点を直す予定だが、

そこをよく駐車場をする前にここまでは町が欲しいですということをはっきりして。

それからここまでを駐車場にしてくれというような話し合いをしっかりして、駐車場

が出来てからでは、立ち退き料を請求されるから、お互いに話し合いをして、ここま

でを駐車場にして、ここを町道の交差点にくれという話を先にはっきりしておいてす

るとスムーズにいくのではないかと思います。 

 

事務局長（安原 隆治君） 

ご助言ありがとうございます。先ほど言いました道路の計画もございます。株式会

社●●●●●●●●●●●の計画もございます。調整しながらやっていきたいと思い

ます。 

 

４番（林 正君） 

よろしくお願いします。 

 

６番（眞鍋 和崇君） 

 先ほど申し上げましたが、物事の始まりから終わりまでの一連の経過を報告して、

今後どうするかまでを書いているのが基本的な顛末書の書き方です。これは見えない

終わりの話をして、今後どうするかというのを明記せずに顛末書としていて、これで

は今後農地転用の許可申請が●●●●●●●●●●●から出ても承認するわけにい

かなくなってくるという信用問題にかかわって来るということをきちんとご報告い

ただきたいと思います。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 こちらの顛末書が出された際にも代理人には、現在未完了になっているところが完

了されない間は、新たな申請は受け付けることはできないということは事務局から申

し上げています。 

 

議長（澤田 晃始君） 

 他に質問、意見はありませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、以上で報告第１５号を終わります。 
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続きまして、日程５の報告第１６号 農地法第３条３の規定による届出について、

事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書１０ページをご覧ください。報告第１６号について、農地を相続により所有

権を取得したことによる届出が２件ございました。 

まず番号１について、早島町早島●●●●番地●にお住いの●● ●●さんが、早

島町早島●●●●番地の●● ●●●さんの農地を相続により所有権を取得されま

した。届出に係る農地は早島字西下野●●●●番●、登記地目が田、現況地目が畑、

面積が１１３㎡です。位置図は１１ページです。 

次に番号２について、早島町早島●●●●番地にお住いの●● ●●さんが、早島

町早島●●●●番地の●● ●●●さんの農地を相続により所有権を取得されまし

た。届出に係る農地は早島字関当●●●●番●、地目が田、面積が７６８㎡、早島字

関当●●●●番●、地目が田、面積が１４９㎡、早島字関当●●●●番●、地目が田、

面積が７９５㎡、早島字金田前●●●●番●、地目が田、面積が２８６㎡で合計４筆、

１，９９８㎡です。位置図は１１ページです。説明は以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関してご質問等ございませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、以上で報告第１６号を終わります。 

続きまして、日程６の報告第１７号 農地法第５条の規定による転用届出について、

事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書１２ページをご覧ください。報告第１７号について、権利の種類は所有権の

移転です。届出に係る農地は矢尾字丸山●●●●番、地目が田、面積が５８２㎡、矢

尾字丸山●●●●番、地目が田、面積が５４１㎡、矢尾字丸山●●●●番、地目が田、

面積が３４２㎡、矢尾字丸山●●●●番、地目が田、面積が７４０㎡で合計４筆、２，

２０５㎡です。譲渡人は早島町早島●●●番地●にお住いの● ●●さん、譲受人は

倉敷市老松町●丁目●●番●号 ●●●●●●有限会社 代表取締役 ●● ●●

さんです。転用目的は分譲住宅地（８区画）です。位置図は１３ページです。こちら

は市街化区域内の農地の転用届出であり、添付書類を含め完備しておりましたので、

事務局長専決により書類を受理しております。説明は以上です。 
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議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関してご質問等ございませんか。 

 

４番（林 正君） 

これに対して問題ないが、その隣を●●●●が資材置場として買っているが、これ

ができた後分譲地にするとしたらそれは許されるのか。資材置場として買っているな

ら資材置場にしないといけない。もし売るとしたら届が出た時に指導してもらわなけ

れば。３年は資材置き場として使ってもらわなければ、隣が分譲することを見込んで、

とりあえず資材置き場として買っておいて分譲地にするつもりでは。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

おっしゃりたいことはわかります。しかし、市街化区域でも調整区域でも、転用後

何年か転用目的の用途で使うように制限できるかというと、法的な根拠がありません。 

 

事務局長（安原 隆治君） 

市街化区域の農地については、条件によって許可をしているのではなく、書類上整

っていたら、届出を受理いたします。 

 

４番（林 正君） 

それで受理されたら自由だということですね、市街化に関しては。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

そうです。規制できる法的根拠がありません。 

 

議長（澤田 晃始君） 

 他に質問、意見はありませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、以上で報告第１７号を終わります。 

続きまして、日程７の報告第１８号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知

について、事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書１４ページをご覧ください。報告第１８号について、農地の賃貸借の解約の

通知がございました。農地の所在は早島字尾越●●●●番●、地目が田、面積が１，

７７２㎡です。貸付人は早島町早島●●●●番地●にお住いの●● ●●●さん、借

受人は早島町早島●●●●番地にお住いの●● ●●さんです。解約申入日、解約成
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立日は令和４年１１月１５日、土地引渡日は令和４年１１月１６日、解約通知日は令

和４年１１月１８日となっております。位置図は１５ページです。説明は以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関してご質問等ございませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、以上で報告第１８号を終わります。 

それでは、その他について事務局からお願いします。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 ３点、ご連絡いたします。１点目ですが、次回の農業委員会の日程について。次回

の農業委員会は１月１１日（水）１０時からを予定しております。場所は２階の第一

会議室です。また議案書を送付致しますのでよろしくお願いします。 

２点目ですが、１１月３０日から１２月１日にかけて、全国農業委員会会長代表者

集会が東京の銀座にて行われました。早島町からは日笠職務代理にご出席をいただき

ました。ご多忙にもかかわらず、ご出席いただきありがとうございました。日笠職務

代理からご出席いただきましたご感想等ございましたらお願いいたします。 

 

８番（日笠 太君） 

 １１月３０日から１２月１日にかけて職員と一緒に会長の代理で行ってまいりま

した。全国北海道から沖縄までかなり差があります。約９００名の会長が集まり、話

の桁が全然違います。来年もあると思いますが、その時は会長にお願いいたします。

以上簡単ではありますが報告させていただきます。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 日笠職務代理、ありがとうございました。 

３点目ですが、市町村農業委員・農地利用最適化推進委員研修会が１２月１９日

（月）、コンベックス岡山にて１０時から開催されます。会場は東側２階の国際会議

場・バンケットホールとなっております。ご多忙とは存じますが、ご出席下さいます

ようお願いします。欠席される場合は本日中に事務局までお申し付けください。 

以上で、その他の報告事項を終わります。 

 

議長（澤田晃始君） 

以上で、本日の議案は全て終了しました。 

令和４年第１１回早島町農業委員会を閉会いたします。 


